








国土交通省不動産・建設経済局
建設業課紛争調整官室

011-231-4111（内29723）

建設部建設政策課建設業担当

交通基盤部建設経済局建設業課
指導契約班

都市・交通局都市基盤部
都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ

県土整備部建設業課建設業班

土木部土木管理課
建設産業・人材支援室

建設交通部指導検査課
建設業係

都市整備部住宅建築局
建築指導室建築振興課



⑴ 裁判外紛争処理機関
●建設工事紛争審査会⇨「国土交通省」の「土地・不動産・建設業」⇨「建設工事紛争審査会」参照
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_mn1_000101.html

●住宅品質確保法に基づく指定住宅紛争処理機関「すまいるダイヤル®」⇨「住宅紛争審査会による住宅紛争の解決に
向けた手続」⇨「住宅紛争審査会（指定住宅紛争処理機関）一覧」（（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター）
https://www.chord.or.jp/trouble/kikan_list.html

●弁護士会の紛争解決センター「わたしたちの活動」⇨「利用しやすい司法の実現」
⇨「ＡＤＲの拡充（ＡＤＲ（裁判外紛争解決機関）センター）」（日弁連）
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/adr.html

●民事調停「裁判所」の「裁判手続の案内」⇨「民事事件」⇨「民事調停手続」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

⑵ 相談窓口
●住宅全般に関する情報提供⇨「住まいの情報発信局」
https://www.sumai-info.jp/

●住宅に関する紛争相談⇨「すまいるダイヤル®」
（（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター）
https://www.chord.or.jp/index.html

●建築主等からの苦情⇨「建築士事務所に対する苦情相談」
（（一社）日本建築士事務所協会連合会）
https://www.njr.or.jp/general/consult/

●消費生活センター相談窓口⇨「全国の消費生活センター等」（国民生活センター）
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

●弁護士会法律相談センター⇨「弁護士会法律相談センター」（日弁連）
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

●建設工事をめぐる元請・下請間等の相談⇨「建設業取引適正化センター」（（公財）建設業適正取引推進機構）
https://www.tekitori.or.jp/pages/471/
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土木部契約管理課建設業班

土木部土木管理局土木管理課
契約・建設業グループ

073-441-3069（直）

089-912-2643（直）

県土整備部管理課建設業審査担当

099-286-3498（直）


